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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用器具の作業端部に近接する領域内の脈管のサイズを決定するための外科用システ
ムであって、
　前記外科用器具の前記作業端部に配置される少なくとも１つの発光体と、
　前記少なくとも１つの発光体の反対側の前記外科用器具の作業端部に配置される光セン
サアレイであって、前記光センサアレイは光センサの少なくとも１列を備え、前記光セン
サの列内の個々の光センサは脈動成分と非脈動成分とを含む信号を生成するように構成さ
れる光センサアレイと、
　前記光センサアレイに連結された制御装置であって、前記制御装置は、前記脈動成分を
前記非脈動成分から分離するためのスプリッタと、
　前記光センサの列内の前記個々の光センサで前記脈動成分及び前記非脈動成分のスケー
ルを決定し、前記光センサの列に沿う各位置に対応する前記脈動成分のスケールに基づい
て、前記脈動成分の第１ピークスケールと第２ピークスケールとを決定し、前記脈動成分
の前記第１ピークスケール及び第２ピークスケールに基づいて前記脈管の静止外径を決定
するための分析器であって、前記第１及び第２ピークは前記光センサの列に沿って離間す
る位置に生じるものであり、前記分析器は、前記第１及び第２ピークに対応する前記光セ
ンサの列に沿う少なくとも２つの位置に基づいて、前記光センサの列に沿う少なくとも２
つの位置間の少なくとも１つの距離を決定し、前記少なくとも１つの距離に基づいて前記
脈管の静止外径を決定する分析器とを備える制御装置と
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を備える外科用システム。
【請求項２】
　前記分析器は、前記脈動成分のスケールが前記第１ピーク又は第２ピークスケールの所
定の割合である前記光センサの列に沿った一対の位置であって前記第１ピークスケール及
び第２ピークスケールに相当する位置間に配置される該一対の位置を決定し、前記一対の
位置間の距離を決定し、及び前記距離に基づいて前記脈管の静止外径を決定する、請求項
１に記載の外科用システム。
【請求項３】
　前記分析器は、前記脈動成分のスケールが前記第１ピークスケール又は第２ピークスケ
ールの所定の割合である前記光センサの列に沿った第１の対及び第２の対の位置であって
、前記第２の対の位置が前記第１の対の位置間に配置される位置を決定し、前記第１の対
の位置間の第１距離と前記第２の対の位置間の第２距離とを決定し、及び前記第１の距離
及び前記第２の距離の平均として前記脈管の静止外径を決定する、請求項１に記載の外科
用システム。
【請求項４】
　前記割合が５０％である、請求項３に記載の外科用システム。
【請求項５】
　前記脈動成分が交流信号成分を含み、前記非脈動成分が直流信号成分を含む、請求項１
に記載の外科用システム。
【請求項６】
　前記制御装置は、プロセッサとメモリとを備え、前記スプリッタは、前記脈動成分を前
記非脈動成分から分離するようにプログラムされた前記プロセッサを備え、前記分析器は
、前記光センサの列内の前記個々の光センサで前記脈動及び非脈動成分のスケールを決定
し、前記光センサの列に沿う各位置に対応する前記脈動成分のスケールに基づいて、前記
脈動成分の第１ピークスケールと第２ピークスケールとを決定し、前記光センサの列に沿
って前記第１ピークスケール及び第２ピークスケールに基づいて前記脈管の静止外径を決
定するようにプログラムされた前記プロセッサであって、前記第１及び第２ピークは前記
光センサの列に沿って離間する位置に生じるものであり、前記プロセッサは、前記第１及
び第２ピークに対応する前記光センサの列に沿う少なくとも２つの位置に基づいて、前記
光センサの列に沿う少なくとも２つの位置間の少なくとも１つの距離を決定し、前記少な
くとも１つの距離に基づいて前記脈管の静止外径を決定するようにプログラムされている
、前記プロセッサを備える、請求項１に記載の外科用システム。
【請求項７】
　前記分析器は、前記脈動成分のスケールが前記第１ピークスケール又は第２ピークスケ
ールの所定の割合である前記光センサの列に沿った一対の位置であって、前記一対の位置
が前記第１ピークスケール及び第２ピークスケールに対応する位置間に配置される位置を
決定し、前記一対の位置間の距離を決定し、及び前記距離に基づいて前記脈管の静止外径
を決定するようにプログラムされた前記プロセッサを備える、請求項６に記載の外科用シ
ステム。
【請求項８】
　前記分析器は、前記脈動成分のスケールが前記第１ピークスケール又は第２ピークスケ
ールの所定割合である前記光センサの列に沿った第１の対及び第２の対の位置であって、
前記第２の対の位置が前記第１の対の位置の間に配置される位置を決定し、前記第１の対
の位置間の第１距離と前記第２の対の位置間の第２距離とを決定し、及び前記第１の距離
及び前記第２の距離の平均として前記脈管の静止外径を決定するようにプログラムされた
前記プロセッサを備える、請求項６に記載の外科用システム。
【請求項９】
　前記割合が５０％である、請求項８に記載の外科用システム。
【請求項１０】
　前記光センサアレイがリニアＣＣＤアレイを備える、請求項１～９のいずれか一項に記
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載の外科用システム。
【請求項１１】
　作業端部を有する外科用器具を更に備える、請求項１～１０のいずれか一項に記載の外
科用システム。
【請求項１２】
　前記外科用器具は、第１及び第２の対向するジョー部構成要素を備え、前記少なくとも
１つの発光体が前記第１ジョー部構成要素上に配置され、前記光センサアレイが対向する
前記第２ジョー部構成要素上に配置される、請求項１１に記載の外科用システム。
【請求項１３】
　前記外科用器具が把持器である、請求項１２に記載の外科用システム。
【請求項１４】
　前記外科用器具が熱結紮装置である、請求項１２に記載の外科用システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
背景
　本発明は、血管などの脈管のサイズ及び／又は辺縁を決定するためのシステム及び方法
、特に、脈動成分を含むセンサアレイに伝送される光を使用するシステム及び方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　外科的処置中に術野内のアーチファクト、特に脈管を識別するシステム及び方法は、外
科医又は外科チームに貴重な情報を提供する。米国の病院は、手術中の偶発的な脈管損傷
のために、払い戻し不可能な費用において毎年何十億ドルを失っている。加えて、その関
連患者は最高３２％の死亡率に直面し、また矯正治療が必要となるため更に９日間入院す
ることになり、数十万ドルではなくとも数万ドルの追加費用が生じるおそれがある。結果
として、術野内の血管などの脈管の存在を正確に決定することのできる方法及びシステム
から得られる重要な価値があり、これらの費用を削減又は回避することができるようにな
る。
【０００３】
　術野内の血管の存在に関する情報を提供するシステム及び方法は、低侵襲外科的処置中
に特に重要である。伝統的に、外科医は、外科的処置中に触感に頼って血管を識別し、ま
たこれらの脈管に対して不用意な損傷を回避してきた。腹腔鏡手術及びロボット手術など
の低侵襲処置への移行のため、外科医は術野内の血管の存在に関して決定を下すための直
接視覚化及び触感覚を使用する能力を失っている。結果的に、外科医は主に慣例及び経験
に基づいて術野内に血管が存在するかどうかを決定しなければならない。残念なことに、
先天性異常、以前の手術による瘢痕及び体質（例えば、肥満）のために、解剖学的不規則
性が生じる場合が多い。
【０００４】
　術野内の脈管の有無を決定する能力は、外科医又は外科チームに価値のある利点を提供
し、かつ、直接的な視覚化及び触感識別方法が失われている低侵襲性処置にとって特に重
要なものであると同時に、識別された脈管系を特徴付ける能力は、更なる重要な利点を提
供する。例えば、脈管の内径又は外径などの脈管のサイズに関する情報を提供することが
有利であろう。別の例として、脈管の辺縁に関する情報を提供することが有利であろう。
サイズ情報及び／又は辺縁の検出が関連する。食品医薬品局（ＦＤＡ）は、現在、例えば
、ほとんどの熱結紮装置について所定のサイズ範囲内、典型的には直径７ｍｍ未満で脈管
を封止及び切断するための熱結紮装置を認可しているからである。熱結紮装置を使用して
より大きな脈管又は脈管の一部のみを封止すると、このように形成された封止の破損率は
１９％程度に高くなる場合がある。
【０００５】
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　加えて、この情報を脈管検出と脈管分析との間で最小限の遅れで提供することが好まし
く、それによって情報をリアルタイムなものとして特徴付けることができる。分析にかな
りの時間を要する場合には、最低限でもこの遅延によって処置の実施に必要な時間が増大
することになる。さらに、外科医は、器具の動きと情報の伝達との間の遅延を埋め合わせ
るために慎重なペースで動く必要があるため、遅延によって外科医の疲労が増える場合が
ある。実際にそのような遅延によって、提供される情報が脈管損傷のリスクを低減させる
場合であっても、システムの採用が妨害される場合がある。
【０００６】
　更に、造影媒体又は造影剤の使用を要することなく脈管系を検出及び分析することが有
利であろう。造影剤を使用して脈管系を識別することは従来型となっているが、造影剤を
使用することにより依然として処置の複雑さが増す。造影剤の使用は、それがなければ必
要とされない追加の設備を必要とし、処置によって生じる医療廃棄物を増加させる場合が
ある。更に、造影剤の使用によって、患者による副作用のリスクが増える。
【０００７】
　以下により詳細に示すように、本発明は、既存の方法に対する有利な選択肢を具現化し
、脈管の回避又は隔離のための識別の改善を与えることができる、脈管のサイズを決定し
及び／又は脈管の辺縁を検出するためのシステム及び方法を含めた外科用システムを説明
する。
【発明の概要】
【０００８】
概要
　本発明の一態様によれば、外科用器具の作業端部に近接する領域内の脈管のサイズを決
定するために使用される外科用システムは、外科用器具の作業端部に配置される少なくと
も１つの発光体と、少なくとも１つの発光体の反対側の外科用器具の作業端部に配置され
る光センサアレイであって、当該光センサアレイは少なくとも１列の光センサを備え、光
センサの列内の個々の光センサは、第１脈動成分と第２非脈動成分とを含む信号を生成す
るように構成された光センサアレイとを備える。システムはまた、光センサアレイに連結
された制御装置を備え、当該制御装置は、第１脈動成分を第２非脈動成分から分離するた
めのスプリッタと、光センサの列内の個々の光センサで脈動成分及び非脈動成分の振幅を
決定し、脈動成分の第１ピーク振幅及び第２ピーク振幅を決定し、脈動成分の第１ピーク
振幅及び第２ピーク振幅に基づいて脈管の静止外径を決定するための分析器とを備える。
【０００９】
　本発明の別の態様によれば、外科用器具の作業端部に近接する領域内の脈管のサイズを
決定する方法は、外科用器具の作業端部で光を放射し、少なくとも１列の光センサを備え
る光センサアレイで外科用器具の作業端部での光を感知し、光センサの列に沿って個々の
センサについて第１脈動成分を第２非脈動成分から分離し、光センサの列内の個々の光セ
ンサで脈動成分及び非脈動成分の振幅を決定し、脈動成分の第１ピーク振幅及び第２ピー
ク振幅を決定し、及び脈動成分の第１及び第２ピーク振幅に基づいて脈管の静止外径を決
定することを含む。
【００１０】
　本発明は、添付の図面と併せて以下の説明からより完全に理解されるであろう。いくつ
かの図面は、他の要素をより明確に示すために選択された要素の省略によって簡略化され
ている場合がある。いくつかの図面における要素のそのような省略は、対応する記載に明
示的に表示される場合を除いて、例示的な実施形態のいずれにおいて特定の要素の有無を
必ずしも示すものではない。図面は必ずしもスケール通りではない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る外科用システムの概略図である。
【図２】図２は、光発体と光センサとの間に配置されるように例示された脈管の部分に関
する、図１に係る光発体と光センサとを備える外科用器具の拡大部分図である。
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【図３】図３は、血管の外径の変化をよりよく示すために誇張された静止状態と拡張状態
との間の外径の変化に関する、血液が血管内を流れるときに拡張及び収縮する壁を有する
血管の拡大断面図である。
【図４】図４は、図１のシステムを使用して実施することができる本発明の一実施形態に
係る方法のフロー図である。
【図５】図５は、図４に示す方法の一部として実行できる特定動作のフロー図である。
【図６】図６は、本明細書に開示される一般的な概念を示すために使用される、光センサ
アレイの素子（ピクセル）のそれぞれについての脈動（ＡＣ）成分及び非脈動（ＤＣ）成
分の振幅のグラフである。
【図７】図７は、図４に示す方法の一部として実行できる別の動作のフロー図である。
【図８】図８は、様々なブタ動脈の外径をこれらの動脈の内径と比較したグラフである。
【図９】図９は、図１のシステムを使用して実施できる本発明の別の実施形態に係る方法
のフロー図である。
【図１０】図１０は、図１のシステムを使用して実施できる本発明の更に別の実施形態に
係る方法のフロー図である。
【図１１】図１１は、図１のシステムにおいて使用されるビデオモニタの模擬部分画面キ
ャプチャである。
【図１２】図１２は、実験の第１セットで使用された光センサアレイ（リニアＣＣＤアレ
イ）の素子（ピクセル）のそれぞれについての脈動（ＡＣ）及び非脈動（ＤＣ）成分の振
幅のグラフである。
【図１３】図１３は、実験の第２セットで使用された光センサアレイ（光検出器アレイ、
測定値は図７との比較のためにピクセルで与える）の素子のそれぞれについての脈動（Ａ
Ｃ）及び非脈動（ＤＣ）成分の振幅のグラフである。
【図１４】図１４は、光センサアレイ（リニアＣＣＤアレイ）を使用して決定され、かつ
、実験の第３セットで測定されたときの様々なブタ動脈の内径を比較したグラフである。
【図１５】図１５は、本発明の一実施形態に係る辺縁検出のシステム及び方法を使用して
実行される第１実験に関する。
【図１６】図１６は、本発明の一実施形態に係る辺縁検出のシステム及び方法を使用して
実行される第１実験に関する。
【図１７】図１７は、本発明の一実施形態に係る辺縁検出のシステム及び方法を使用して
実行される第２実験に関する。
【図１８】図１８は、本発明の一実施形態に係る辺縁検出のシステム及び方法を使用して
実行される第２実験に関する。
【図１９】図１９は、本発明の一実施形態に係る辺縁検出のシステム及び方法を使用して
実行される第３実験に関する。
【図２０】図２０は、本発明の一実施形態に係る辺縁検出のシステム及び方法を使用して
実行される第３実験に関する。
【図２１】図２１は、本発明の一実施形態に係る辺縁検出のシステム及び方法を使用して
実行される第４実験に関する。
【図２２】図２２は、本発明の一実施形態に係る辺縁検出のシステム及び方法を使用して
実行される第４実験に関する。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
様々な実施形態の詳細な説明
　本発明の一実施形態に係る外科用システムは、少なくとも１つの発光体と少なくとも１
つの光センサと制御装置とを備える。システムはまた、外科用器具も同様に備えてもよい
。
【００１３】
　このシステムは、外科用器具の作業端部に近接する領域内の脈管のサイズ及び／又は辺
縁を決定する。特に、このシステムを使用して脈管を取り囲む組織の存在又はタイプにか
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かわらず、外科用器具の作業端部に近接する領域内の脈管のサイズ及び／又は辺縁を決定
することができると考えられる。以下に説明するシステムの実施形態は、光センサによっ
て決定される光透過率に基づいて、対象領域内の脈管の存在及びサイズに関連する決定を
行うため、実施形態は、酸素飽和度（すなわち、酸素と結合した血液ヘモグロビンの割合
）を決定するために透過型パルスオキシメトリで使用される技術に表面的に類似している
ようにもみえるかもしれない。以下の開示を慎重に考慮することにより、開示されるシス
テムは、発光体及び光センサを制御装置（独自の回路又は独自にプログラムされたプロセ
ッサの形態）と共に使用して、パルスオキシメータでは提供されないであろう脈管の存在
及びサイズに関する情報を提供することが明らかになるであろう。更に、開示される実施
形態はセンサアレイを使用することを含み、制御装置はそのアレイからの信号の脈動成分
及び非脈動成分を処理して脈管の直径（例えば、内径又は静止外径）に関する情報を生じ
させる。また、開示される技術は血管以外の脈管に使用してもよく、開示されるシステム
及び方法を透過型パルスオキシメータと更に区別することができる。
【００１４】
　図１及び図２は、このような外科用システム１００を使用して、外科用器具１０６の作
業端部１０４に近接する組織Ｔの領域１０２内の脈管Ｖのサイズ（例えば、直径）及び／
又は辺縁を決定する実施形態を示す。脈管Ｖは、組織Ｔの領域１０２と共に他の脈管に繋
がっていてよく、加えて、脈管Ｖは患者の体内においても見られる他の器官（例えば、心
臓）と流体連通するように領域１０２を越えて延びていてもよいと解される。更に、図１
及び図２において、組織Ｔは脈管Ｖを特定の深さまで完全に囲んでいるようにみえる（円
周及び長さの両方の点で）が、これはシステム１００を使用する全ての例においてそうで
ある必要はない。例えば、組織Ｔは、脈管Ｖの長さの周囲を部分的に取り囲む及び／又は
該長さの一部を取り囲むに過ぎないものであってもよく、或いは、組織Ｔは、非常に薄い
層で脈管Ｖを覆っていてもよい。更なる非限定的な例として、脈管Ｖは血管であってもよ
く、組織Ｔは結合組織、脂肪組織又は肝臓組織であってもよい。
【００１５】
　外科用システム１００は、少なくとも１つの発光体１１０（又は単に発光体１１０）と
少なくとも１つの光センサ又は検出器１１２（又は単に光センサ１１２）と発光体１１０
及び光センサ１１２に連結した制御装置１１４とを備える。上記のように、システム１０
０は、外科用器具１０６を備えていてもよい。
【００１６】
　発光体１１０は、外科用器具１０６の作業端部１０４に配置される。また、光センサ１
１２も外科用器具１０６の作業端部１０４に配置される。図１及び２に示すように、光セ
ンサ１１２は発光体１１０の反対側に配置できる。以下に詳細に説明するように、発光体
１１０及び光センサ１１２は外科用器具１０６の対向する構成要素上に配置されるからで
ある。
【００１７】
　発光体１１０は、少なくとも１つの波長の光を放射するように構成される。例えば、発
光体１１０は、６６０ｎｍの波長を有する光を放射することができる。これは単一の素子
又は複数の素子（これらの素子は、例えば以下に詳細に説明するように、アレイに配置又
は構成されてもよい）によって達成されてもよい。同様に、光センサ１１２は、少なくと
も１つの波長（例えば、６６０ｎｍ）で光を検出するように構成される。本明細書で記載
される実施形態によれば、光センサ１１２は複数の素子を含み、これらの素子はアレイに
配置又は構成される。
【００１８】
　特定の実施形態によれば、発光体１１０は少なくとも２つの異なる波長の光を放射する
ように構成されてもよく、光センサ１１２は少なくとも２つの異なる波長で光を検出する
ように構成されてもよい。例えば、発光体１１０は３つの波長の光を放射することができ
ると共に、光センサは３つの波長の光を検出することができる。一例として、発光体１１
０は可視範囲の光、近赤外線範囲の光及び赤外線範囲の光を放射することができ、光セン
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サ１１２は当該光を検出することができる。具体的には、発光体１１０は６６０ｎｍ、８
１０ｎｍ及び９４０ｎｍで光を放射することができ、光センサ１１２は当該光を検出する
ことができる。このような実施形態を使用して、例えば生体内条件下での血管Ｖ及び周囲
組織Ｔの最適な透過を確実にすることができる。
【００１９】
　特に、８１０ｎｍで放射される光を、動き及び／又は血液灌流による光出力の変動を除
去するための基準として使用してもよい。８１０ｎｍの波長は、酸素化ヘモグロビンと脱
酸素化ヘモグロビンの両方の吸収が等しい等吸収点に相当する。結果的に、この波長での
吸収は血液の酸素化とは無関係であり、動き及び／又は灌流変化による光の透過率の変化
に影響を受けるにすぎない。
【００２０】
　上記のように、光センサは光センサアレイの形であってもよい。実際には、光センサア
レイ１１２は、少なくとも１列の光センサを更に含み（図２参照）、特定の実施形態によ
れば、アレイ１１２は単一の列のみの光センサを含むことができ、このアレイ１１２を代
わりにリニアアレイということができる。少なくとも１列の光センサ１１２は、個々の光
センサを複数備える。個々の光センサ１１２は互いに隣接して配置されてもよく、又は光
センサは互いに離間していてもよい。さらに、光センサの列を画定する個々の光センサが
、アレイの異なる列又は行を画定する光センサによって互いに分離されることも可能な場
合がある。しかしながら、特定の実施形態によれば、アレイは電荷結合素子（ＣＣＤ）、
特に複数のピクセルを備えるリニアＣＣＤ撮像装置を備えることができる。
【００２１】
　本発明の実施形態によれば、個々の光センサ１１２（例えば、ピクセル）は、第１脈動
成分と第２非脈動成分とを含む信号を生成するように構成される。第１脈動成分は信号の
交流（ＡＣ）成分であってよく、一方で第２非脈動成分は直流（ＤＣ）成分であってよい
ことが分かるであろう。光センサ１１２がＣＣＤアレイのようなアレイの形である場合に
は、脈動及び非脈動情報は、アレイのそれぞれの素子について又は少なくとも１列のアレ
イを画定する少なくともアレイのそれぞれの素子について生成できる。
【００２２】
　脈動成分に関して、血管は毎分約６０パルス（又は脈拍）の特徴的な脈動を有するもの
であると説明できることが分かるであろう。これは患者の年齢及び状態によって変化し得
るが、脈動の範囲は典型的には毎分６０～１００パルス（又は脈拍）の間である。光セン
サ１１２は、脈管を通る血液の動きに相当する特定のＡＣ波形を有する信号（制御装置１
１４に通される）を生成することになる。特に、ＡＣ波形は、脈管内の脈動血流による光
吸収に相当する。一方、ＤＣ成分は、主として周囲組織による光の吸収及び散乱に相当す
る。
【００２３】
　特に、脈管Ｖの発光体１１０とは反対側に配置される光センサアレイ１１２の素子は、
脈管Ｖが発光体１１０と光センサアレイ１１２との間には配置されない素子よりも高いＡ
Ｃ信号を有すると考えられる。というのも、透過光の最も顕著な変動は、脈管の関連する
脈動によって引き起こされるからである。また、脈管Ｖの発光体１１０とは反対側に配置
されるアレイ１１２の素子は、脈管Ｖが発光体１１０と光センサアレイ１１２との間には
配置されないアレイ１１２の素子よりも減少したＤＣ信号を有することになると考えられ
る。
【００２４】
　実際には、血管のような脈管の特定領域は、他の領域よりも顕著な脈動を受けることが
でき、その相違はアレイ１１２から受信する信号の脈動成分の相違に反映されると考えら
れる。特に、非限定的な例として血管に関して、心臓が体内に向けて血液を送り出すとき
に、筋肉動脈は脈打って体内に向けられている血液容量を収容する。これが生じると、脈
管の中間層（又は中膜）が拡張及び収縮する。中膜の拡張及び収縮によって、脈管の内径
よりも脈管の外径に比較的大きな変化が生じる。外径は拡張位置Ａと静止位置Ｂとの間で
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変動する（図３参照）ので、脈管の拡張及び収縮中に生じる外径の比較的著しい変化によ
って、脈管の辺縁で時間の経過とともにＡＣ信号の最大変動（上記のように、これは脈動
に関連する）が生じる。
【００２５】
　このように、開示される実施形態によれば、制御装置１１４は光センサ１１２に連結さ
れ、光センサアレイ１１２のそれぞれの素子について第１脈動成分を第２非脈動成分から
分離するためのスプリッタ１１６を備える。また、制御装置１１４は、脈動成分に基づい
て外科用器具１０６の作業端部１０４に近接する領域１０２内の脈管Ｖのサイズを定量化
するための分析器１１８も備える。領域１０２内の脈管Ｖのサイズを表示し、示し又はそ
うでなければ伝達するために、制御装置１１４は、視覚的、可聴的、触覚的又は他の信号
を外科用器具１０６のユーザに提供することのできる出力装置又はインジケータ１３０（
図１参照）に連結されていてもよい。
【００２６】
　特に、分析器１１８は、光センサの列内の個々の光センサで脈動成分の振幅を決定する
ことができる。更に、分析器は、脈動成分の第１ピーク振幅及び第２ピーク振幅を決定し
てもよい。分析器は、以下に詳細に説明するように、高い振幅と低い振幅との間での信号
の脈動成分及び非脈動成分の移行場所を最初に決定した後に、第１及び第２ピーク振幅に
関する決定を行ってもよい。加えて、分析器１１８は、脈動成分の第１及び第２ピーク振
幅に基づいて脈管Ｖの静止外径を決定してもよい。
【００２７】
　特定の実施形態によれば、分析器１１８は、脈動成分の振幅が第１（又は第２）ピーク
振幅の所定の割合（例えば、２５％～７５％の間、例えば５０％）である光センサの列に
沿った第１対の位置と、脈動成分の振幅が第１（又は第２）ピーク振幅の同一の割合であ
る光センサの列に沿う、光センサの列に沿って第１対の位置間に配置される第２対の位置
とを決定することによって、脈管Ｖの静止外径を決定してもよい。その後、分析器は、第
１対の位置間の第１距離と第２対の位置間の第２距離とを決定し、脈管の静止外径を第１
距離及び第２距離の平均として決定する。他の実施形態によれば、分析器１１８は、その
代わりに内側の対の位置及び内径と静止外径との間の関係を使用してもよい。特定の実施
形態によれば、脈動成分の代わりに非脈動成分を使用してもよい。
【００２８】
　特定の実施形態によれば、スプリッタ１１６及び分析器１１８は、１つ以上の電気回路
構成要素によって画定されてもよい。他の実施形態によれば、１つ以上のプロセッサ（又
は単にプロセッサ）を、スプリッタ１１６及び分析器１１８の動作を実行するようにプロ
グラムしてもよい。更なる別の実施形態によれば、スプリッタ１１６及び分析器１１８は
、電気回路構成要素によって部分的に、且つ、スプリッタ１１６及び分析器１１８の動作
を実行するようにプログラムされたプロセッサによって部分的に画定されてもよい。
【００２９】
　例えば、スプリッタ１１６は、第１脈動成分を第２非脈動成分から分離するようにプロ
グラムされたプロセッサを備える又はそれによって画定されてもよい。更に、分析器１１
８は、第１脈動成分に基づいて外科用器具１０６の作業端部１０４に近接する領域１０２
内の脈管Ｖのサイズを定量化するようにプログラムされたプロセッサを備える又はそれに
よって画定されてもよい。プロセッサをプログラムする命令は、プロセッサに関連するメ
モリに格納されてもよく、そのメモリは１つ以上の有形の非一時的なコンピュータ可読メ
モリを含むことができ、プロセッサによって実行されると１つ以上のプロセッサに１つ以
上の動作を実施させることができる、それに格納される実行可能なコンピュータ命令を有
することができる。
【００３０】
　システム１００に加えて、本発明は、外科用器具１０６の作業端部１０４に近接する領
域１０２内の脈管Ｖのサイズを決定する方法２００の実施形態を含む。方法２００は、例
えば、図１に関して上述されたシステム１００を使用して実施してもよい。図４に示すよ
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うに、システム１００を操作する方法２００は、ブロック２０２において外科用器具の作
業端部に光を放射し、ブロック２０４において少なくとも１列の光センサを備える光セン
サアレイで外科用器具の作業端部での光を感知することを含む。上で説明したように、放
射される光は少なくとも２つの異なる波長の光を含むことができるため、感知するステッ
プは、少なくとも２つの異なる波長の光を感知することを含むことができる。また、上記
のように、３つの異なる波長の光を、例えば可視領域及び近赤外線領域において使用して
もよい。一実施形態によれば、使用する光は６６０ｎｍ、８１０ｎｍ及び９４０ｎｍの波
長を有することができる。
【００３１】
　方法２００はブロック２０６に続き、そこでは光センサの列に沿って個々のセンサにつ
いて脈動成分を非脈動成分から分離する。また、方法２００は、ブロック２０８で光セン
サの列内の個々の光センサで脈動成分の振幅を決定し、ブロック２１０で脈動成分の第１
ピーク振幅及び第２ピーク振幅を決定し、ブロック２１２で脈動成分の第１及び第２ピー
ク振幅に基づいて脈管の静止外径を決定することを含む。
【００３２】
　特に図５に示すように、図４の方法２００のブロック２１２は、１つ以上の動作を含む
ことができる。特に、図５に示すように、ブロック２１２の動作は、ブロック２１２－１
で光センサの列に沿って第１の対及び第２の対の位置を決定することを含むことができ、
ここで、第１及び第２の対の位置の脈動成分の振幅は、第１（又は第２）ピーク振幅の所
定の割合である。第２の対の位置は、以下に図６に関して説明するように、第１の対の位
置の間に配置される。加えて、ブロック２１２の動作は、ブロック２１２－２で第１の対
の位置間の第１距離と第２の対の位置間の第２距離とを決定し、ブロック２１２－３で脈
管Ｖの静止外径を第１及び第２距離の平均として決定することを含むことができる。
【００３３】
　図４及び図５に示すように、システム１００の操作の方法２００を更に説明するために
、図６にプロットを与える。特に、図６は、光センサアレイのそれぞれの素子についての
脈動（ＡＣ）成分の振幅のシミュレートプロットと、アレイの同じ素子についての非脈動
（ＤＣ）成分の振幅のプロットである。線には、２つのプロットを区別するためにＡＣ及
びＤＣが付されている。このシミュレーションによると、光センサアレイと発光体アレイ
との間に脈管（具体的には血管）が配置され、脈管は概して４０～１８０ピクセルの領域
において発光体アレイと光センサアレイとの間に配置されている。
【００３４】
　図６に示すように、ＤＣ信号プロットは、センサアレイ１１２に沿った２つの異なる点
で（すなわち、点３００、３０２で）比較的高い値からかなり低い値に減少し、その後低
い値から高い値に増加している。上記の観察に従うと、領域内のＤＣ信号の振幅の減少は
、脈管が発光体１１０と光センサ１１２との間に配置されているところで生じると予想さ
れるため、脈管Ｖは、ＤＣ信号プロットが高い値から低い値に移行する点（すなわち点３
００）と、ＤＣ信号プロットが低い値から高い値に戻る点（すなわち、点３０２）との間
に配置されていると推測できる。
【００３５】
　加えて、ＡＣ信号は、脈管がおそらく配置される場所の一方側の点（すなわち、点３０
４）で比較的低い値から高い値に大きく増大し、脈管が配置される場所の他方側で高い値
から低い値（すなわち、点３０６）に減少する。また上記のように、脈動（ＡＣ）信号の
相対的な増大は、脈管が発光体１１０と光センサ１１２との間に配置されているところで
生じると考えられるため、脈管Ｖは、ＡＣ信号プロットが低い値から高い値に移行する点
（すなわち、点３０４）と、ＡＣ信号プロットが高い値から低い値に戻る点（すなわち、
点３０６）に配置されていると推測できる。
【００３６】
　ＤＣ信号の変化又はＡＣ信号の変化のいずれかを使用して関心領域（ＲＯＩ）を定義し
てもよく、ＡＣ信号における移行に関する情報の組み合わせをＤＣ信号における移行と組
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み合わせて、脈動（ＡＣ）情報の更なる考察が限定されるＲＯＩを画定してもよい。すな
わち、システム１００（特に制御装置１２０）は、この情報に従ってセンサアレイ１１２
の素子の全てに関する素子のサブセットを考慮してもよい。このことは、アレイに沿った
個々のセンサにおける脈管とは無関係な変動を排除することに特に役立つ。このような実
施形態によれば、ＤＣ及びＡＣプロットのそれぞれについての高い値と低い値との間の移
行を決定し、減少したＤＣ振幅と増加したＡＣ振幅との間で重複があるＲＯＩのみを考慮
する。図６に示すように、この領域は縦軸の間（すなわち約４０ピクセルから１８０ピク
セルまで）となる。
【００３７】
　本発明の実施形態によれば、図４及び図５に示すように、脈管の静止外径を、脈管の拡
張外径と脈管の内径との間で観察される相関に基づいて計算してもよい。特に、脈管の静
止外径は、脈管の拡張外径と脈管の内径との平均に相関することが観察されている。この
計算を行うために、脈管の拡張外径（又は線Ａ）を、ＡＣ振幅がＡＣピーク振幅の約５０
％である点の第１の対の間の距離であると決定する：左端のＡＣピーク振幅（すなわち、
点３０８）より前の（又は先行する）左端起点（すなわち、点３１２）と、右端のＡＣピ
ーク振幅（すなわち、点３１０）より後の（又は遅れた）右端起点（すなわち、点３１４
）。加えて、内径（又は線Ｃ）を、ＡＣ振幅がＡＣピーク振幅の約５０％である点の第２
の対の間の距離であると決定する：左端のＡＣピーク振幅（すなわち、点３０８）より後
の（又は遅れた）左端起点（すなわち、点３１６）と、右端のＡＣピーク振幅（すなわち
、点３１０）より前の（又は先行する）右端起点（すなわち、点３１８）。これらの距離
は、ＡＣピーク振幅の外側及び内側の５０％ＡＣピーク振幅の２つの起点間の距離として
説明することもできる。また第２の対は、第１の対の間又は内側に配置されるということ
もできる。
【００３８】
　本発明の全ての実施形態によれば、５０％ＡＣピーク振幅の起点を使用する必要はない
。他の実施形態によれば、内径を５％ＡＣピーク振幅の左端のＡＣピーク振幅より後の（
又は遅れた）左端起点と右端ＡＣピーク振幅より前の（又は先行する）右側起点との間の
距離であると決定することができると共に、拡張外径も、上記の５％ＡＣピーク振幅起点
で決定することができる。
【００３９】
　最後に、図６に示すように、静止外径（線Ｂ）を、内径（線Ｃ）と拡張外径（線Ａ）と
の間の平均であると決定してもよい。
【００４０】
　本発明の他の実施形態によれば、脈管Ｖの静止外径の決定を、光センサの列に沿った２
対の位置を参照せずに計算してもよい。特に、脈管Ｖの静止外径を決定する図４の方法２
００のブロック２１２でシステム１００によって実行される動作は、図７に示すとおりの
ものであることができる。この別法によれば、ブロック２１２の動作は、ピーク振幅が生
じる２つの位置の間においてブロック２１２－１’で光センサの列に沿った位置の対を決
定することを含むことができる。単一の対の位置（又は「内側」の対）は、脈動成分の振
幅が第１（又は第２）ピーク振幅の所定の割合のところで生じてもよい。例えば、内側の
対を、ピーク振幅が第１（又は第２）ピーク振幅の５０％に対応して生じる位置の間の一
対の位置によって定義してもよい。更に、ブロック２１２の動作は、ブロック２１２－２
’で内側対間の距離を決定することを含むことができる。
【００４１】
　その後、ブロック２１２－３’で、内側の対の位置の間の距離を使用して静止外径を計
算する。この方法によれば、図５の方法における場合のように、内側の対の位置の間の距
離は脈管Ｖの内径を表す。更に、拡張及び収縮する脈管の内径は、外径よりかなり小さい
程度に（あるとしても）変化するものと考えられる。更に、脈管の辺縁からの信号は、脈
管の周りにある組織の存在によって不明瞭になる場合があることが認められている。結果
として、脈管の外径に近づけようとするのではなく、内径と静止外径との間で関係を経験
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的に決定することができ、この関係を使用してブロック２１２－１’及び２１２－２’の
動作に従って決定されるような内径の測定に基づいて静止外径を計算することができる。
【００４２】
　最も簡潔な形態では、静止外径を内径の倍数であると決定してもよい。他の実施形態に
よれば、静止外径を、定数項の加算を伴った内径の倍数となるように計算してもよい。図
８は、一組の筋肉動脈の内径と静止外径とを比較するグラフである。このグラフに基づい
て、外径（ｙ）と内径（ｘ）との関係式を決定した（ｙ＝１．２ｘ＋０．９）。従って、
ブロック２１２－１’及び２１２－２’で決定された所与の内径に対して、ブロック２１
２－３’で上記式を用いて静止外径を計算してもよい。
【００４３】
　例えば、図１に示すシステム１００を使用して実施することができる方法の更なる実施
形態を図９に示す。図９に示す方法２２０は、脈管を図１及び図２に示すような器具のジ
ョー部間でしっかりと把持する場合に起こり得る複雑さに対処する。特に、外科用器具１
０６のジョー部の間での脈管Ｖの圧縮は、信号の脈動成分を変化させる場合があり、それ
によって、図６に示すような２つのピークの代わりに、単一のピークのみが観察される場
合がある。
【００４４】
　方法２２０は、ブロック２２２で光が発光体１１０から放射され、ブロック２２４で透
過された光が光センサアレイ１１２によって感知又は検出されるという点で方法２００と
類似する。システム１００（又は特に制御装置１１４）は、ブロック２２６で信号の非脈
動成分を信号の脈動成分から分離し、ブロック２２８で個々のセンサで脈動成分の振幅を
決定するように動作する。
【００４５】
　その後、ブロック２３０で、システム１００（制御装置１１４）は、ブロック２３０で
ピーク脈動振幅により識別された位置の数に関する決定を行う。特定の実施形態によれば
、この決定を、非脈動成分における移行（例えば、高い振幅から低い振幅）及び任意に脈
動成分における移行（例えば低い振幅から高い振幅）を使用して関心領域が識別された後
に行ってもよい。実際、いくつかの実施形態によれば、高い振幅から低い振幅への信号の
非脈動成分における移行が識別されたら、ブロック２３０で決定を行う。
【００４６】
　例えば、２つのピークが存在するという決定をブロック２３０で行う場合には、方法２
２０はブロック２３２、２３４、２３６に進むことができ、そこで図７に関して説明した
ものと同様の方法が実行される（とはいえ図５に関して説明したものと同様の方法を代用
できることが分かるであろう）。単一のピークが存在するという決定をブロック２３０で
行う場合には、方法２２０はブロック２４２、２４４、２４６に進むことができる。特に
、脈動成分の振幅がピーク振幅の所定の割合である光センサの列に沿った単一の対の位置
に関して、ブロック２４２で決定を行う。例えば、その対は、振幅がピーク振幅の５０％
に対応するピーク振幅のいずれかの側（すなわちピーク振幅に相当する位置の左又は右）
上の位置の対によって定義できる。加えて、システム１００（制御装置１１４）は、ブロ
ック２４４でこの対の位置間の距離を決定してもよい。その後、システム１００は、内径
の値として決定された距離を使用し、そして図７におけるブロック２１２－３’に関して
説明したものと同様のプロセスで内径と外径との間で確立された関係を使用して静止外径
を計算することができる。
【００４７】
　方法２２０を存在するピーク個数に関する決定を参照して説明したが、この決定を具体
的にどのように行うのかは、様々な実施形態の間で異なってもよいことが分かるであろう
。例えば、１つのピーク又は２つのピークが存在するかどうかに従って決定を行うことが
できる。あるいは、単一のピークが存在するかどうかに応じて決定を行うことができ、後
の動作を、この質問に対する答えがはい又はいいえであるかどうかに応じてとることがで
きる。
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【００４８】
　図４～図９に記載の方法に対するさらなる選択肢は、信号の非脈動成分を使用して脈管
の外径を決定することである。図１０に示すように、方法２５０は、ブロック２５２で光
が放射され、ブロック２５４で透過された光が感知又は検出され、ブロック２５６で脈動
及び非脈動成分が分離されるという点で方法２００、２２０と極めて類似する。上記の方
法とは異なり、システム１００（制御装置１１４）はブロック２５８で非脈動成分から直
接の情報を得てブロック２５８において個々のセンサで非脈動振幅を決定する。更に、上
記の方法とは異なり、システム１００は、ブロック２６０で、非脈動振幅が高い値から低
い値に移行し、また非脈動振幅が低い値から高い値に移行する光センサの列に沿った位置
を決定する。その後、ブロック２６２で、信号の非脈動成分におけるこれらの移行に基づ
いて、この対の位置を使用して静止外径を決定する。例えば、対の位置間の距離を静止外
径の推定値として使用してもよく、又は経験的データに基づく関係を使用して、非脈動成
分が移行する対の位置間の距離に従って静止外径を計算してもよい。
【００４９】
　特定の実施形態によれば、脈管の辺縁を決定するためのシステム及び方法を、上記のも
のと共に提供することができる。しかしながら、この辺縁決定のシステム及び方法は前述
のシステム及び方法とは別個に使用できるが、このシステム及び方法は、発光体１１０、
光センサ１１２などの点で同じハードウェアを使用してもよいことが分かるであろう。こ
のような実施形態によれば、制御装置１１４は、アレイ１１２から受信する信号に基づい
て外科用器具１０６の作業端部１０４に近接した領域１０２内の脈管Ｖの辺縁を定量化す
るための分析器１１８を含む。領域１０２内の脈管Ｖの辺縁を表示し、示し又はそうでな
ければ伝達するために、制御装置１１４を、可視的信号、可聴的信号、触知的信号又は他
の信号を器具１０６のユーザに提供することのできる出力デバイス又はインジケータ１３
０（図１参照）に連結してもよい。
【００５０】
　特に、分析器１１８は、光センサの列内の個々の光センサで脈動（ＡＣ）及び非脈動（
ＤＣ）成分の振幅を決定することができる。実際に、分析器１１８は、器具の最遠端部、
すなわち患者に最も近い端部でセンサに焦点を合わせてもよい。器具１０６が一対のジョ
ー部を有する場合には、これはジョー部の開口部に最も近いセンサとなる。センサがＤＣ
振幅の有意な低減とＡＣ振幅の有意な増大を感知する場合には、分析器１１８は、この事
象を、ジョー部、特にジョー部の最遠端のセンサが何か（組織、血管など）に遭遇したこ
とを示すものと解釈することができる。これらの状況下では、分析器１１８は、上述のイ
ンジケータ１３０の１つを使用してユーザに警告することができる。
【００５１】
　しかしながら、外科用器具１０６のジョー部は処置の開始時には開放空間内に存在する
ので、ジョー部間を移動する材料のタイプにかかわらず、分析器１１８は、ＤＣ成分の振
幅の低減とそれに対応するＡＣ成分の振幅の増大とを決定することが分かった。このよう
に、ユーザはアラートを受信することができるが、そのアラートが組織又は脈管の存在に
よるものであるかどうかは分からないであろう。
【００５２】
　しかしながら、分析器１１８が再帰的計算を使用してＤＣ及びＡＣの振幅を決定してい
る場合には、各入力サンプル（データ点）で計算される新たなＤＣ及びＡＣの振幅が存在
する。このような状況では、分析器１１８は、分析器１１８がＤＣ及びＡＣ振幅において
変化が生じたことを決定すると、分析器１１８が複数の連続するＡＣ振幅のデータを収集
するように構成できる。器具１０６のジョー部がそれらの間に組織を有する場合には、吸
収される光の強度はわずかな程度でしか変化しないことがあり、振幅はあまり変化してい
ないはずである。ＡＣ振幅は観察される値の変化に比例するため、次の入力サンプルで値
がわずかに増加する。血管又はより具体的には血管の辺縁がジョー部の遠位端にある場合
には、振幅は正弦波状に変化し、ＡＣ振幅は次の入力サンプル（データ点）で大幅な変化
を見るはずである。
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【００５３】
　特に、分析器１１８は、以下の関係又は方程式に従って辺縁決定を実行するように構成
できる。これらの関係又は方程式において、時点ｔでジョー部の最遠端にあるセンサによ
って受光される光強度はＩ（ｔ）である。ベールの法則（方程式１）に従うと：
【数１】

であり、ここでα（ｔ）（時間の関数である）は物質の吸収係数であり、Ｌは物質の厚さ
である。再帰的分散（ＡＣの２乗　ＲＭＳ）を、次の方程式（式２）を使用して計算する
。
【数２】

ここで、
【数３】

及び
【数４】

は、それぞれ時点ｔ及びｔ－１で計算される平均を示す。物質が組織である場合には、α
（ｔ）＝αであり、これは
【数５】

を示し、さらには
【数６】

を表す。これらの関係を評価すると次式（方程式３）となる。
【数７】

方程式（２）及び（３）を組み合わせると、次式（方程式４）になる。

【数８】

【数９】

方程式４によれば、組織についての分散又はＡＣ　ＲＭＳは、経時的にほぼ一定のままで
あろう。しかしながら、これは血管がジョー部の間にある場合にはそうではないだろう（
α（ｔ）≠α）。血管について、信号は正弦波となり、分散／ＡＣ　ＲＭＳはその実際値
（約１時間間隔）で飽和する前に急激に増加する。そこで、ｖ（ｔ）の値をみると、１≦
ｔ≦ｕであり、ここで２≦ｕＴであり、Ｔは信号又は心拍数の時間間隔である。
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【００５４】
　これらの関係のこの識別性質を、コントラスト強調因子を含めることにより更に強調す
ることができる。特に、ＤＣ振幅をコントラスト強調因子として使用することができる。
具体的には、同じ時間でのＡＣ及びＤＣ振幅の変化を検査すると、組織と血管との間にコ
ントラストを加えることができると考えられる。ＤＣ振幅が大きいほど、ジョー部の間に
は何も（組織又は脈管）存在しない可能性が高くなる。ＡＣ振幅の変化のみに基づいて辺
縁決定を行うのではなく、コントラスト強調因子としてのＤＣ振幅を実施するために、分
析器１１８は経時的なＡＣ／ＤＣの比に基づいて辺縁決定を行うことができる。
【００５５】
　従って、分析器１１８は、以下の方法に従って脈管の辺縁の存在を決定するように構成
できる。まず、分析器１１８は、ＤＣとＡＣに有意な変化があったかどうかを決定する：
有意な変化がなかった場合には、分析器１１８は、外科用器具１０６のジョー部の間又は
最遠端若しくは端部に何も存在しないと決定する。ジョー部の端部又は縁部にあるセンサ
のＤＣ

【数１０】

及びＡＣ（ｖ（０））の値が変化する場合には、分析器１１８は、何か（例えば、組織、
脈管）が検出されたと決定する。その後、分析器１１８は次の比：
【数１１】

を確認する。
次いで、この比を閾値と比較して組織と血管とを区別することができる。
【００５６】
　また、この方法を使用して組織のアーチファクトを排除してもよい。この比に基づいて
、この方法は、組織とそれに対応するＡＣピークとによって引き起こされるＤＣ低減を排
除することができる。これは、脈管のサイズ（直径）決定を向上させ、サイズ決定をより
堅牢なものにすることができるであろう。
【００５７】
　このように、外科用システム１００、方法２００及びシステム１００と方法２００の原
理を一般的に説明してきたが、システム１００及びその操作を更に詳細に説明する。
【００５８】
　最初に、発光体１１０及びセンサ１１２が外科用器具１０６の作業端部１０４に配置さ
れるものとして説明されているが、発光体１１０及びセンサ１１２を画定する構成要素の
全てを器具１０６の作業端部に配置する必要はないことが分かるであろう。すなわち、発
光体１１０は発光ダイオードを備えてもよく、その構成要素を作業端部１０４に配置して
もよい。あるいは、発光体１１０は、ある長さの光ファイバと光源とを備えてもよく、こ
こで、光源は作業端部１０４から離れて配置され、光ファイバは光源に光学的に結合され
る第１端部とセンサ１１２に面している作業端部１０４に配置される第２端部とを有する
。本発明によれば、そのような発光体１１０は、光が器具１０６の作業端部１０４で組織
内に放射されるので、依然として作業端部１０４に配置されるものとして説明される。同
様の構成を、センサ１１２について説明することができ、その際、光ファイバは、発光体
１１０に面して配置された第１端部（又は、特に発光体１１０を部分的に画定する光ファ
イバの端部）とセンサ１１２を集合的に画定する他の構成要素に光学的に結合された第２
端部とを有する。
【００５９】
　また上記のように、発光体１１０及び光センサ１１２は、互いに対向して配置される。
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このことは、発光体１１０とセンサ１１２とが互いに直接向き合うことを必要とするのも
のではないが、これが好ましい。特定の実施形態によれば、発光体１１０及びセンサ１１
２は、外科用器具１０６のジョー部１８０と一体的に（すなわち、一部として）形成でき
る。図１及び２を参照されたい。このようにして、ジョー部１８０間で、且つ、関心組織
を通して発光体１１０によって放射される光を、光センサ１１２が捕捉することができる
。
【００６０】
　発光体１１０は、１つ以上の素子を含むことができる。図２に概略的に示す実施形態に
よれば、光センサ１１２は、第１発光体１１０－１、第２発光体１１０－２及び第３発光
体１１０－３を含むことができる。発光体の全ては、特定の波長（例えば、６６０ｎｍ）
で光を放射するように構成でき、又は特定の発光体は他の発光体とは異なる波長で光を放
射することができる。
【００６１】
　例えば図２に示すように、発光体１１０が１つ以上の発光ダイオードを含むアレイの形
態であるこれらの実施形態に関して、これらのダイオードは、１次元、２次元又は３次元
アレイの形態で配置できる。１次元アレイの例としては、ダイオードを単一の平面におい
て１本の線に沿って配置することを挙げることができ、一方で２次元アレイの例としては
、ダイオードを単一の平面において複数の行及び列に配置することを挙げることができる
。二次元アレイの更なる例としては、曲面上又は曲面内における線に沿ってダイオードを
配置することを挙げることができる。３次元アレイは、曲面上又は曲面内における複数の
行及び列など、１つ以上の平面に配置されたダイオードを含むことができる。
【００６２】
　また、本発明の実施形態に係る光センサ１１２は、１つ以上の個々の素子を含む。図２
に示す実施形態によれば、光センサ１１２は、第１光センサ１１２－１、第２光センサ１
１２－２、第ｎ光センサ１１２－ｎなどを含むことができる。発光体１１０－１、１１０
－２、１１０－３の場合と同様に、光センサ１１２－１、１１２－２、１１２－３はアレ
イ状に配置でき、上記のアレイに関する説明をここでも同様に適用する。
【００６３】
　上記のように、システム１００は、発光体１１０、センサ１１２及び制御装置１１４に
加えて、ハードウェア及びソフトウェアを含むことができる。例えば、１つ以上の発光体
１１０を使用する場合には、駆動コントローラを設けて個々の発光体素子の切り替えを制
御することができる。同様に、１つ以上のセンサ１１２を含む場合にはマルチプレクサを
設けることができ、このマルチプレクサをセンサ１１２と増幅器とに連結することができ
る。更に、制御装置１１４は、必要に応じてフィルタ及びアナログ／デジタル変換を含む
ことができる。
【００６４】
　制御装置１１４と共に使用するインジケータ１３０に関して、様々な出力装置を使用す
ることができる。図１に示すように、発光ダイオード１３０－１を関連する外科用器具１
０６に装着し又は組み込むことができ、器具１０６の作業端部１０４にさらに配置するこ
とができる。その代わりに又はそれに加えて、手術に使用するビデオモニタ１３０－２に
アラートを表示してもよく、又はモニタ上の画像の色を変え、フラッシュさせ、サイズを
変え又はそうでなければ外観を変えることができる。例えば、図１１は、ビデオモニタ１
３０－２上に表示することができるグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）の一部
を示しており、ここで、第１領域１３２は、外科用器具１０６のジョー部間にある脈管と
周辺組織の一部の配置を示し、第２領域１３４は、第１領域１３２に示された脈管と周辺
組織の一部の強調された表示であり、脈管は周囲組織と対比して（例えば、脈管と周辺組
織とについて異なる色帯を使用することによって）表されている。また、インジケータ１
３０は、聴覚アラームを与えるスピーカ１３０－３の形態とすることができ又はスピーカ
１３０－３を含むことができる。また、インジケータ１３０は、器具１０６の使用を中断
する外科用器具１０６に関連する安全ロックアウト１３０－４の形態とすることができ又
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は安全ロックアウト１３０－４を組み込むことができる。例えば、ロックアウトは、外科
用器具１０６が熱結紮装置である場合には結紮又は焼灼を防止することができるだろう。
更に他の例として、インジケータ１３０は、外科用器具１０６のハンドル又はハンドピー
スに装着され又はそれと一体的に形成されて触覚表示又はアラートを提供することのでき
るバイブレータ１３０－５などの触覚フィードバックシステムの形態であってもよい。イ
ンジケータ１３０のこれらの特定の形態の様々な組合せを使用することもできる。
【００６５】
　上記のように、外科用システム１００は、発光体１１０と光センサ１１２とが装着され
た（選択肢として、取外し可能に／可逆的に又は永久的に／不可逆的に）作業端部１０４
を有する外科用器具１０６も含むことができる。その代わりに、発光体１１０及び光セン
サ１１２は、外科用器具１０６と一体的に（すなわち、一部として）形成できる。更に、
発光体及び光センサを、外科用器具又はツール１０６と共に使用する別個の器具又はツー
ルに装着することが可能である。
【００６６】
　上記のように、一実施形態では、外科用器具１０６は熱結紮装置とすることができる。
別の実施形態では、外科用器具１０６は、単に、対向するジョー部を有する把持器又は把
持鉗子とすることができる。更なる実施形態によれば、外科用器具は、例えば解剖器具、
外科用ステープラ、クリップアプライア及びロボット外科用システムなどの他の外科用器
具であってもよい。更に他の実施形態によれば、外科用器具は、発光体／光センサを保持
し、それらを術野内に配置する以外の機能を有していなくてもよい。単一の実施形態の図
は、システム１００を他の外科用器具又は器具１０６と共に使用することを排除すること
を意図するものではない。
【実施例】
【００６７】
　上記システムの実施形態を使用して実験を行った。実験及び結果を以下に報告する。
【００６８】
　第１セットの実験を、切除したブタ頸動脈を使用して実施した。このような血管に見ら
れる流体の脈動流れをシミュレートするために、潜水型ＤＣポンプを使用した。ポンプは
毎分４０～８０サイクルで作動することができ、特定の値に設定することができる流量を
供給することができた。使用した流体は、ヘパリンを添加したウシ全血であり、生理的粘
度を維持するために高温に維持した。以下に説明する実験について、血液を毎分６０サイ
クル及び毎分５００ｍＬの流量で圧送した。
【００６９】
　光センサアレイの反対側に発光体アレイを配置し、その間に切除したブタ頸動脈を配置
した。発光体アレイは、６６０ｎｍで光を放射する５つの発光ダイオードを含むものであ
った。光センサアレイは、横に並べて配置された２５０の素子からなるリニアＣＣＤアレ
イを含み、２０個の素子の各群又はセットがアレイに沿って１ｍｍの連続空間に嵌め込ま
れたものであった。システムを１０秒間にわたって動作させ、これらの実験の結果を図１
２にプロットした。脈動成分の振幅がピーク振幅の５０％である一対の位置間の距離を使
用して脈管内径を決定した。
【００７０】
　第２セットの実験を、光センサアレイに対向する発光体アレイを使用して、その間に生
きたブタ被験体のブタ頸動脈を配置して実施した。光センサアレイは、６６０ｎｍで光を
放射する５つの発光ダイオードを含むものであった。光センサアレイは、各素子が０．９
ｍｍ幅である、１６個の個々の光検出素子を含むものであった。各素子がアレイに沿って
１ｍｍの連続するスペースを占めるように、隣接する素子の間に０．１ｍｍの間隔を開け
て素子を配置した。システムを１５秒間にわたって動作させ、これらの実験の結果を図１
３にプロットした。各光検出器の測定値をピクセルに補間及び変換して、第１セットの実
験と第２セットの実験との比較を可能にした。また、脈動成分の振幅がピーク振幅の５０
％である一対の位置間の距離（すなわち、図１３における線Ｃ）を使用して脈管の内径を
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決定した。
【００７１】
　実験の両セットにおいて、開示されたシステムの実施形態を使用して決定されたブタ動
脈の内径は、該血管の総直径測定値の１ミリメートル以内であった。例えば、第１セット
の実験に関して、このシステムの実施形態を使用して決定された内径は４．７ｍｍである
のに対し、総直径測定値は４．４６ｍｍであった。第２セットの実験に関して、このシス
テムの実施形態を使用して決定された内径は１．３５ｍｍであり、総直径測定値は１．１
ｍｍであった。
【００７２】
　第３セットの実験について、９４０ｎｍで放射するＬＥＤアレイとリニアＣＣＤアレイ
とを含むシステムの実施形態を使用した。このシステムを使用して、生きたブタ被験体に
おける４つの異なる動脈（胃、左腎、右腎及び腹部）の静止外径を決定した。システムを
１０秒間にわたって動作させ、ピーク振幅の５０％に関連する一対の位置を用いて内径を
決定した。このシステムを使用して内径を決定した後、動脈を摘出し、ＮＩＨ　Ｉｍａｇ
ｅＪソフトウェアを用いて脈管に沿った測定点で血管の断面を定量化することによって脈
管の総直径を得た。
【００７３】
　この第３グループの実験の結果を図１４に示す。グラフに示すように、本明細書に開示
されるシステムの実施形態を使用して決定された内径と、従来技術を使用して測定された
内径との間には密接な相関がある。エラーバーは、異なる時点で取得された同じ動脈の測
定値の標準偏差を表す。
【００７４】
　加えて、上で開示された辺縁決定の方法に関する４つのセットの実験を実施した。これ
らの実験を４のμ値を使用して実施した。従って、周波数（ＦＳ）のサンプリングレート
について、ｒを計算するのにかかる時間は４／ＦＳであり、これは最も遅いサンプリング
レート（１０Ｈｚ）ついて約０．４秒である。
【００７５】
実験Ｉ
【００７６】
　この実験を、ジョー部の端部での血管を用いて実施した。図１５及び図１６に示すよう
に、脈管の辺縁は、比の振幅に基づいて明らかである。
【００７７】
実験ＩＩ
【００７８】
　この実験を、ジョー部の端部での組織のみを用いて実施した。比の振幅は、端部で高い
が、血管（実験１）の比ほど顕著ではない。図１７及び１８を参照。
【００７９】
実験ＩＩＩ
【００８０】
　この実験を、ジョー部内での血管及び組織の両方を用いて実施した。図１９及び図２０
に示すように、組織と血管との間に明確な相違がある。組織は脈管と共に動いていたので
、組織についての比の振幅はあまり小さくない。しかしながら、このことは、比について
の大きな値が存在するときの問題を提示するものではなく、外科用器具が血管又はそれに
付随する組織のいずれかに到達しているという知識をもたらす。いずれの事象においても
、分析器はジョー部が血管に接近しているという表示を提供することができる。
【００８１】
実験ＩＶ
【００８２】
　この実験を、血管及びジョー部の端部にある組織である脂肪組織を用いて実施した。図
２１及び２２に示すように、比を用いて脈管と組織とを区別することができる。
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【００８３】
　結論として、前述の内容は本発明の異なる実施形態の詳細な説明を示すが、本発明の法
的範囲は本明細書の最後に示される特許請求の範囲の用語によって定義されることを理解
すべきである。あらゆる可能な実施形態を説明することは不可能ではないにしても非現実
的であるため、詳細な説明は単に例示的なものと解釈され、本発明のあらゆる可能な実施
形態を説明するものではない。現在の技術又は本願の出願日後に開発された技術のいずれ
かを使用して、本発明を規定する特許請求の範囲内に依然として含まれるであろう多数の
別の実施形態を実施することができるであろう。
【００８４】
　なお、「本明細書で使用するときに、用語‘　　　　　’とは、．．．を意味すると定
義される」又は同様の文を使用して本明細書において用語が明示的に定義されていない限
り、この用語の意味をその明白な又は通常の意味を超えて明示的又は黙示的に限定する意
図はなく、このような用語は、本明細書の任意の節でなされた任意の記述（特許請求の範
囲の用語以外）に基づいて範囲を限定するものと解釈されるべきではない。本明細書の最
後にある特許請求の範囲に記載されている用語は、単一の意味に一致する態様で本明細書
において言及されている程度まで、読者を混乱させないようにするためのみに明確化され
ており、当該特許請求の範囲の用語は、暗示その他によってその単一の意味に限定される
ことを意図しない。最後に、特許請求の範囲の要素が、用語「手段」及び構造の記載のな
い機能を記載することによって定義されていない限り、いかなる特許請求の範囲の要素の
範囲も米国特許法第３５条§１１２（ｆ）の条項に基づいて解釈されることを意図しない
。

【図１】 【図２】
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